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【参考】風しん排除の定義について（WHO)
大阪府における風しん排除に向けた取組みイメージ（素案）

出典：厚⽣労働省：第1回麻しん・風しんに関する小委員会
（平成29年10月19⽇開催）資料より抜粋



風しん排除認定に向けた取組み
大阪府における風しん排除に向けた取組みイメージ（素案）

参考：厚⽣労働省：第1回麻しん・風しんに関する小委員会（平成29年10月19⽇開催）資料より作成

風しん（改正前） 麻しん
積極的疫学調査 集団発生時に実施【指針】 １例発⽣したら実施【指針】

サーベイランス

○届出【法12①ⅱ、則4④】
・5類感染症 全数把握疾患
・7日以内に報告【則4④】
・患者の年齢、性別等【則4⑥】

○届出【法12①ⅰ、則4③】
・5類感染症 全数把握疾患
・直ちに報告（麻しん：平成27年5月21日から）
・患者の⽒名、年齢、性別、職業、住所等【則4①】

○遺伝子検査【指針】
・可能な限り実施

○遺伝子検査【指針】
・原則として全例実施

平成30年1月1⽇〜
省令、特定感染症予防指針を改正し、
麻しんと同様の積極的疫学調査、
サーベイランスを実施することとなった

【サーベイランス】



任意の予防接種

風しん排除に向けた取組み
大阪府における風しん排除に向けた取組みイメージ（素案）

【予防接種】

定期の予防接種 （⽬標：接種率95％以上）
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以上

２歳
未満

5歳
以上

【 ⼩期 】 【 ⼩期 】

7歳
未満

⼩学校⼊学前の１年間
（年度内に6歳になる者）

97％ 92.8％

予防接種率を
向上させるために・・・

70歳代以上60歳代50歳代20〜40歳代
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場合

抗体
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助成
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【先天性風しん症候群対策事業】
５か年計画（H26〜H30年度）

抗体価の低い世代に
対する予防接種

府・市町村等と連携し、
接種勧奨を⾏う

事業者団体等に協⼒
依頼し啓発に努める


